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東彼杵条例第１９号 

  

東彼杵町農村地域工業導入促進対策審議会の組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  

令和５年６月２０日 

  

東彼杵町長  岡田 伊一郎 
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東彼杵町農村地域工業導入促進対策審議会の組織及び運営に関する条例の一部を改正する条例 

東彼杵町農村地域工業導入促進対策審議会の組織及び運営に関する条例（昭和４７年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

東彼杵町農村地域産業導入促進対策審議会の組織及び運営に

関する条例 

東彼杵町農村地域工業導入促進対策審議会の組織及び運営に

関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭

和４６年法律第１１２号）第１４条第３項の規定に基づき、東彼杵町

農村地域産業導入促進対策審議会（以下「審議会」という。）の組織

及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、農村地域工業導入促進法                    （昭

和４６年法律第１１２号）第１８条第３項の規定に基づき、東彼杵町

農村地域工業導入促進対策審議会（以下「審議会」という。）の組織

及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） （組織） 

第２条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって

組織する。 

第２条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって

組織する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 商工業関係を代表する者 ３人以内 （３） 工業  関係を代表する者 ３人以内 

（会議） （会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が            招集し、会長が議長とな

る。ただし、会長及び副会長が選出されていないときの招集は、町長

が行う。 

第５条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。             
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２・３ （略） ２・３ （略） 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


